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はじめに

国際投資活動はグローバル化を加速させ、世界の地域間の結びつきを一層強く深いも

のにしています。多国籍企業（MNE）は、国際投資活動の主要チャネルの１つであり、

多国籍企業の進化はOECD加盟諸国の経済発展を広く反映しています。サービスや技術

系企業の国際市場への進出に伴ない、サービス産業や知識集約型産業が台頭してきまし

た。大手の多国籍企業は引き続き国際投資において支配的位置を占めていますが、現在

ではより規模の小さい多くの企業が国際的な存在感を強めています。技術と組織構造の

進化により、ビジネス形態が多様化し、経済取引はより複雑で高速になっています。こ

のため、企業の境界線があいまいになっており、企業活動の透明性が重視されるように

なっています。

国際投資に対する政策環境は概して好意的なものになっており、各国は国際投資の獲

得を活発に競い合っています。現在、MNEは、有益な投資フローの主体、技術普及、重

要な税収源であり、国際経済に不可欠の要素です。一方で、MNEの活動に対する人々の

社会一般の懸念は払拭されてはおらず、こうした懸念に対処するための多くの取組みが

行われています。OECDは1976年、「OECD多国籍企業ガイドライン」（以下、ガイドラ

イン）を初めて「国際投資及び多国籍企業に関する宣言」の一部として採択して以来、

政府や企業を対象にした拘束力のない原則や基準のバランスの良い枠組みを通して、こ

の分野での協力を推進してきました。宣言にはガイドラインの他に、外国企業の内国民

待遇、企業への相反する要求の回避、投資促進策や抑制策での協力に関する政府のコミ

ットメントが含まれています。OECD加盟国以外には、アルゼンチン、ブラジル、チリ、

スロバキア共和国の４か国（スロバキアは後にOECDに加盟）がこの宣言（ガイドライ

ンを含む）を遵守しています。この宣言に示された規則を遵守しようという諸国が他に

も出てくることが期待されます。

本政策フォーカスでは、ガイドラインとは何か、様々な関係者はそれをどう実施して

いるのかを解説し、ガイドラインをより完全で実際的なものにした2000年の改定の重要

性を説明しています。しかし、この政策フォーカスは概論であるので、ガイドラインが

カバーする問題や、特定の問題との関連について総合的に理解するには、必ずガイドラ

イン全文をご参照下さい。（全文の入手方法はp.8に記載）。

OECD多国籍企業ガイドライン
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ガイドラインは、これを支持する諸国

（OECD加盟国及びアルゼンチン、ブラジル、

チリ）において業務を行なう多国籍企業、あ

るいはこれら諸国出身の多国籍企業に対する

政府の勧告である。ガイドラインは、雇用及

び労使関係、人権、環境、情報開示、競争、

税、科学技術などの幅広い分野における、責

任ある企業行動に関する任意の原則と基準を

定めている。（後述「ガイドライン：各章の概

要」を参照。）

今日、多くの企業行動規範が公表されてい

るが、多数国間で実施されている包括的な基

準で各国政府が奨励しているものとしては、

ガイドラインがいまだに唯一のものである。

ガイドラインの提言は、大半の世界の直接投

資フローの源であり、大部分の多国籍企業が

本拠を置いている国々の政府の共通の価値観
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を表したものである。その狙いは、経済、環

境、社会の進展に対して多国籍企業がなしえ

る貢献をさらに促進することである。

ガイドラインには、国際的に受け入れられ

支持されている特徴がいくつかある。第一に、

ガイドラインの遵守は任意のものである。し

かし、拘束力がないということは、ガイドラ

インを支持する諸国による遵守奨励へのコミ

ットメントが弱いということではない。ガイ

ドラインは積極的なシステムのもとで奨励、

実施されており、これは支持諸国がガイドラ

インを重視していることを証明している。

さらにガイドラインの基本的なアプローチ

はバランスの取れたものである。企業を「管

理する」必要があるという前提ではなく、国

際的に合意されたガイドラインは誤解防止に

役立つとともに、企業、労働者、政府間で相

互に信頼でき予測可能な環境を作り上げるこ

とができると想定している。ガイドラインプ

ロセスの特徴は、継続的かつ実際的アプロー
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	‚���• グローバル化する世界にガイドラインを位置づけている。ガイドラインを支持する政府の共通

の目標は、経済面、環境面及び社会面の発展に対し多国籍企業が行い得る積極的な貢献を奨励するこ

と、並びに多国籍企業の多様な活動がもたらすであろう困難を最小にすることにある。

Ⅰ．���[�q�j���• ガイドラインの基本となる原則（遵守が任意であるという性質、全世界での適用、

全企業にとって良き慣行の原則であるという事実等）を打ち出している。

Ⅱ．�°
`�M
��• 第一の具体的勧告（人権、持続可能な開発、関係する供給業者の責任、地域の能力

の開発に関する条項、より一般的には、事業活動を行う国で確立した政策を十分に考慮に入れ

るよう企業への要求）を含む。

Ⅲ．	Ø�C�‰�Ô�•企業業績や所有権といった、企業のあらゆる重要な事項に関する情報公開を求める
とともに、社会、環境、リスクに関する報告のように、いまだに報告の基準が提案・形成され

ている領域におけるコミュニケーションを奨励。

Ⅳ．�•�;�t�|�Ñ�–�����• この分野での企業活動の主な側面（児童労働、強制労働、差別禁止、誠実

な従業員代表によって代表される従業員の権利、建設的交渉の権利など）を取り上げている。

Ⅴ．���¥�• 健康や安全への影響も含め、企業が環境保護で成果を上げるよう奨励している。この章

では、環境管理システムに関する勧告、環境に深刻な影響を与える恐れがある分野での予防措

置等が掲載されている。

Ⅵ．���ë�w�w�­�• 公的および民間部門の関連の贈賄、受動および能動的汚職を取り上げている。

Ⅶ．	«
…	��b�ù�• 企業が消費者と接する際に、公正な事業、販売及び宣伝慣行に従って行動し、消

費者のプライバシーを尊重するとともに、提供する物品やサービスの安全性と品質を確保する

ためあらゆる合理的な措置を実施するよう勧告している。

Ⅷ．�J�¶�U	[�• 多国籍企業が事業活動を行う国において研究開発の成果を普及させ、その国の革新

能力に貢献するよう奨励している。

Ⅸ．�•
ê�• オープンで競争的なビジネス環境の重要性を強調している。

Ⅹ．
k�• 企業が税法の条文及び精神を尊重し、税務当局と協力するよう求めている。


